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2024年度 餅つき大会を振り返って
企画⾏事部より

今年度最後のビッグイベント「餅つき⼤会」が12月15日（日）、10時から13時まで集
会所の中庭とイベントルームを使って開催されました。
当日はおだやかな晴天に恵まれ、多くの会員の方々に足を運んでいただきまして、ありがと

うございました。
前日から役員、サポーターの皆さんによるテント設営、70kgの餅米洗い、200人前の

豚汁作り、臼、杵などの調理機材の洗浄消毒等、多枝にわたる作業を分担して手際
よく進めていただきました。また当日も、朝早くからの釜⼾作りや設営にご尽⼒頂きました。
その甲斐もあって、会員の皆様や子供たちによる餅つき体験、イベントルームでの会員

同士の歓談は⼤盛況でした。
用意した、あんこ餅、きな粉餅、豚

汁、ドリンク等はもちろん完食です︕
今年の餅つき⼤会も皆さんに楽しん

でいただけたことと思います。そして、参
加者全員による努⼒と盛り上げにより、
事故もなく終える事ができましたことを、
とても嬉しく思っています。

２⽉の予定

門松は、年神(歳神:としがみ)様を迎える道しるべであって、
１年の幸福を祈願して飾ると⾔われています。そして、年神
様は、その年の福をつかさどる穀物神や農耕神が⼀つにまと
まったものとされています。(諸説あります。)
旧年12月27日、３丁目集会所の玄関に⼀対の門松が

⽴てられました。自主防災会の有志の手によるもので、お正
月を迎える準備としての手造りの門松は、⼀般家庭ではなく
なりつつある習慣であるがゆえに郷愁を覚え、気持ちが和みました。
門松が飾られた集会所の庭が、古(いにしえ)の神々が⾞座になって酒を酌み交わす、愉快な

宴会場のように感じられたと⾔ったら、夢想もはなはだしい、⼤げさ、古代のロマンを盛りすぎ、な
どと呆れられそうです。

前日の26日、ふれあいパトロール中の
自主防災会メンバーから、「門松を作るの
で自治会の予算を使わせてほしい。」と申
し出がありました。土台の砕石を購入する
千円か⼆千円程度とのこと、どうぞお使い
くださいと即答しました。
千円か⼆千円で2025年の３丁目自

治会に幸せがもたらされるのなら、こんなコ
スパの良いことはないと、ロマンからかけ離
れた思いを抱いたことも事実です。

３丁目自治会の2025年が良い年になりますよう、周りに人気がないことを⾒定めて、⼩さく門
松を拝礼!! (⼩寺記)

12⽉の活動報告

Communication Paper           安食台３丁目自治会だより

◇会議
〇自主防災会役員会議
●自治会役員会議
〇自主防災会ブロック⻑会議

◇⾏事
〇消火栓使用訓練
●餅つき⼤会
〇自主防災会年末特別警戒

◇会員数 298世帯 （前月比増減なし）

◇会議
●自治会役員会議
〇自主防災会ブロック⻑会議

◇⾏事
★ふれあいの場（３丁目集会所）

◇回覧

9日（日）
22日（土）

15日（土）
9日（日）

1日（日）
8日（日）

28日（土）

1日（日）
15日（日）
30日（月）

自治会こぼれ話（９）
～ 自治会の門松 ～

広報つながりや各種情報は3丁目ホームページから
もご覧になれます。QRコードまたは下記のURLへ。
https://www.catv296.ne.jp/~ajikidai3choume/

新年あけましておめでとうございます

自主防災活動（９）
～ 火災報知器、しっかり働いでいますか？～

新しい年になりました。今年は、災害のない穏やかな年であって欲しいですね。能登半島の⼤
地震から１年、未だに不自由な⽣活をされている方が多くいらっしゃいます。厳冬の中、お体に
お気を付けくださいと願うばかりです。
さて、千葉県は相変わらず湿度が低く、異常乾燥注意報が出っぱなしです。幸いにも栄町で

は、昨年住宅火災は発⽣していないということですが、油断は禁物です。緑道を歩いていると、
⾒かけるのが「たばこのポイ捨て」。喫煙出来る場所が制限される愛煙家の皆さん、ポイ捨ては
⽌めてください。緑道掲⽰板の前にもポイ捨てを⾒かけます。
ところで、住宅防火対策として、ご家庭には、「住宅用火災警報器」が取り付けられているは

ずです（設置は消防法で義務づけられています）。これにより火災になる前に消すことが出来た
という事例が多くあるということです。
しかし、この住宅用火災警報器ですが、定期的に点検することが⼤切です。警報器の電池寿

命が10年程度、また内部の電子部品の劣化もあり、10年を目途に警報器の本体ごと交換し
た方が良いとされています。また埃で誤作動を起こすことも考えられため、３カ月に１回は点検
することが望ましいそうです。
皆さん、ご家庭の警報器、そろそろ交換時期かも。なお、自身で用意した警報器を取り付ける

ことが難しい方に代わり、消防署職員が取付けの手伝いをして
くれます。対象者や申請方法など詳しいことは、栄町消防総務課
予防班にお聞きになってください。
ここで注意していただきたいのが、悪質な訪問販売や詐欺。

消防署では、訪問販売や委託販売は⼀切⾏っておりません。
消防署総務課予防班 ９５－８９８１

会員の皆さまにおかれては、ご家族、ご親族、ご近所、あるいはご友人とともに、新しい年をお
迎えのこととお慶びを申し上げます。
今期の自治会役員・監事の任期も、残すところあと数か月となりました。現在、第41回通常

総会に向けて準備を進めているところです。引き続きご⽀援、ご協⼒をよろしくお願いいたします。
今年も皆さまにとって良い⼀年になりますように。


